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①
申
請
す
る

　
申
請
の
窓
口
は
、
市
役
所
の
介

護
保
険
課
で
す
。
申
請
は
、
本
人

の
ほ
か
、
家
族
で
も
で
き
ま
す
。

　
次
の
と
こ
ろ
に
も
、
申
請
の
依

頼
が
で
き
ま
す
。（
更
新
申
請
も
含

む
）

 

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

・
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

 

・
介
護
保
険
施
設

●
申
請
に
必
要
な
も
の

 

・
申
請
書
（
介
護
保
険
課
な
ど
の
窓

口
に
置
い
て
い
ま
す
）

 

・
介
護
保
険
の
保
険
証
（
40
〜
64
歳

の
人
は
、
健
康
保
険
の
保
険
証
）

　
申
請
書
に
は
、
主
治
医
の
氏
名
・

医
療
機
関
名
・
所
在
地
・
電
話
番

号
を
記
入
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
。

主
治
医
の
い
る
人
は
、
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

②
要
介
護
認
定

　
申
請
を
す
る
と
、
訪
問
調
査
や
公
平
な
審

査
・
判
定
が
行
わ
れ
、
介
護
や
支
援
が
必
要

な
度
合
い
（
要
介
護
度
）
が
決
ま
り
ま
す
。

●
訪
問
調
査

　
市
の
担
当
職
員
が
自
宅
を
訪
問
し
、
心
身

の
状
態
や
日
中
の
生
活
、
家
族
、
居
住
環
境

な
ど
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
す
。

●
主
治
医
の
意
見
書

　
市
の
依
頼
に
よ
り
主
治
医
が
意
見
書
を
作

成
し
ま
す
。

●
一
次
判
定

　
訪
問
調
査
の
結
果
や
、
主
治
医
の
意
見
書

の
一
部
の
項
目
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
し
、

一
次
判
定
を
行
い
ま
す
。

●
二
次
判
定
（
認
定
審
査
）

　
一
次
判
定
や
主
治
医
の
意
見
書
な
ど
を
も

と
に
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
の
専
門
家
が
審

査
し
ま
す
。

　
軽
度
の
介
護
が
必
要
な
人
は
、
状
態
の
維

持
や
改
善
が
ど
の
く
ら
い
可
能
か
を
重
点
的

に
審
査
し
ま
す
。

６５
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の
納
め
方

要
介
護
認
定
の
手
続
き

  

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、
ま
ず
申
請
を
し
て
「
要
介
護
認
定
」
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

「
要
介
護
認
定
」
と
は
、
ど
れ
く
ら
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
か
、
な
ど
を
判
断
す
る
た
め
の
審
査
で
す
。

保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
納
め
る
の
？

納
め
方
は
、
特
別
徴
収
【
年
金
天
引
き
】
と
普
通
徴
収
【
納
付
書
支
払
い
】
の
２
通
り
に
分
か
れ
ま
す
。

③結果の通知

　通知は、申請から原則３０日以内に届きます。要介護度に応じて、利用で

きるサービスや介護保険で認められる月々 の利用限度額などが違います。

要
介
護
度

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

要
介
護

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

要
支
援

要
支
援
１

要
支
援
２

非
該
当

（
自
立
）

認　定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
か
施
設
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　
で
き
る
限
り
自
分
ら
し
く

暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、
サ

ー
ビ
ス
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
ま
す
。

　
少
し
で
も
自
分
で
で
き
る

こ
と
が
増
え
る
よ
う
に
、
サ

ー
ビ
ス
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

地
域
支
援
事
業
を
利
用

で
き
ま
す
。

　
認
定
審
査
で
「
自
立
」
と

判
定
さ
れ
た
人
や
地
域
の
す

べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
に
、

こ
れ
か
ら
も
元
気
で
い
る
た

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業
で
す
。

　
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）、
遺

族
、
障
害
年
金
が
年
額
18
万

円
以
上
の
人
は
、
年
金
か
ら

天
引
き
に
な
り
ま
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
、
寡
婦
年

　
金
な
ど
に
つ
い
て
は
、
特

　
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま

　
せ
ん
。

●
保
険
料
の
年
額
が
、
年
金

　
の
支
払
い
月
に
、
年
６
回

　
に
分
け
て
天
引
き
に
な
り

　
ま
す
。

●
特
別
徴
収
の
対
象
者
と
し

　
て
把
握
さ
れ
る
と
、
お
お

　
む
ね
６
カ
月
後
か
ら
保
険

　
料
が
天
引
き
に
な
り
ま
す
。

窓
口
払
い

　
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満

　
の
人
は
、
納
付
書
で
各
自

　
納
め
ま
す
。

●
保
険
料
の
年
額
を
、６
回（
１

　
期
〜
６
期
）
に
分
け
て
納

　
め
ま
す
。

●
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

　
本
市
出
納
窓
口
か
取
り
扱

　
い
金
融
機
関
で
納
め
て
く

　
だ
さ
い
。

口
座
振
替

　
納
付
書
で
納
め
る
人
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

お
勧
め
し
ま
す
。

手
続
き
は
、

①
介
護
保
険
料
の
納
付
書
、

　
通
帳
、
印
鑑
（
通
帳
届
出
印
）

　
を
用
意
し
ま
す
。

②
取
り
扱
い
金
融
機
関
で
、「
口

　
座
振
替
依
頼
書
」
に
必
要
事

　
項
を
記
入
し
、
申
し
込
み
ま

　
す
。

※
口
座
振
替
の
開
始
は
、
申
し

　
込
み
日
の
翌
月
以
降
に
な
り

　
ま
す
。

■
保
険
料
は
い
つ
か
ら
納
め
始

め
る
の
？

　
保
険
料
は
、
65
歳
の
誕
生
日

の
前
日
の
属
す
る
月
の
分
か
ら

納
め
ま
す
。

　
例
え
ば
８
月
１
日
が
誕
生
日

の
人
は
、
介
護
保
険
資
格
取
得

日
が
７
月
31
日
と
な
る
た
め
、

７
月
分
か
ら
納
め
ま
す
。

　
８
月
２
日
が
誕
生
日
の
人
は
、

８
月
分
か
ら
納
め
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
介
護
保
険
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
２
６

特
別
徴
収 み

ん
な
の
安
心『
介
護
保
険
』普

通
徴
収

　本来、年金から天引きになる「特別徴収」

の人でも、一時的に納付書で納める場合が

あります。

●保険料が増額になった

　　　増額分を納付書で納めます

●年度途中で６５歳になった

●年度途中で老齢（退職）年金・遺族年金・

　障害年金の受給が始まった

●年度途中で他の市町村から転入した

●保険料が減額になった

●年金が一時差し止めになった

●現況届を提出していなかった　

　　　おおむね６カ月後から天引きになり
　ます。それまでは、納付書で納めます。

■特別徴収対象者の把握時期が、年４回となりました。
　下記のとおり、今までより早期に特別徴収開始になります。

対象者の
把握月

特別徴収
開始月

6月 8月

8月6月4月4月4月

2月 4月

10月

10月12月

2月 2月 2月 4月 8月 8月
（本算定時）（本算定時）（本算定時）（本算定時）

開始通知
年金から天引きになる人には、
介護保険課から事前に通知書を
送りますので、天引きされる月
や金額をご確認ください。

【例】

12月に把握

翌年6月から
特別徴収開始

知
っ
て
得
す
る
シ
リ
ー
ズ

45


